
『
戦
国
整
簡
研
究
2
0
0
7
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
<
総
四
十
五
号
)
)
平
成
十
九
年
十
二
月
一
 
0
八
1
 
三
る
頁

上
博
楚
簡
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
文
献
的
性
格

は
じ
め
に

上
博
楚
簡
『
慎
子
国
恭
倹
』
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館

一
磯
国
楚
竹
書
(
六
)
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
0
0
七
年
七
旦

に
ょ
り
公
開
さ
れ
た
古
俟
文
献
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
『
慎

子
国
恭
倹
』
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
考

、し

察
す
る
。

検
討
に
先
立
ち
、
釈
苹
七
担
当
し
た
李
朝
遠
氏
の
「
説
明
」
と
釈

文
と
を
踏
ま
え
、
一
部
私
見
を
加
え
た
圭
異
裕
報
を
示
し
て
お
く
。

残
存
す
る
竹
簡
は
六
簡
。
文
字
数
は
合
計
百
二
十
七
字
で
、
合

文
一
{
子
を
含
む
。
李
朝
遠
氏
は
、
合
文
を
二
字
、
文
字
数
の
合
計

を
百
二
十
八
字
と
し
て
お
り
、
第
5
簡
の
「
省
」
に
つ
い
て
、
合

、V

文
符
号
が
誤
っ
て
書
き
落
と
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
こ
れ
を
合

文
に
含
め
て
い
る
。
し
か
し
、
第
5
簡
の
用
例
は
合
文
符
号
の
書

き
落
と
し
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
慎
子
日
恭
倹
』
と
の
篇
題
が
、
第
3
簡
の
背
面
に
記
さ
れ
て
い

る
。
篇
題
は
、
第
1
簡
冒
頭
部
の
五
字
と
完
全
に
同
一
で
あ
る
。

4

六
簡
の
簡
長
は
、
噐
御
S

0

六
簡
は
す
べ
て
、
竹
簡
の
下

釧

12

部
が
残
欠
し
て
い
る
残
簡
で
あ
る
。
な
お
、
李
朝
遠
氏
は
第
1
簡

を
「
完
整
」
と
す
る
が
、
写
真
を
見
る
限
り
、
竹
簡
の
下
端
に
は

残
欠
翻
叫
め
ら
れ
る
。
そ
の
残
欠
し
て
い
る
部
分
に
文
字
が
記
さ

^
て
い
た
か
ど
ぅ
か
は
不
明
だ
が
、
第
1
簡
の
^
簡
の
上
ψ
^
か
ら

第
一
契
口
ま
で
の
長
さ
が
約
・
則
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
契

6

口
か
ら
竹
簡
の
下
端
ま
で
の
長
さ
は
・
Ⅷ
と
、
 
L
S
L
 
帥
程
度
短

.
S

1

こ
こ
か
ら
、
残
欠
し
た
部
分
に
文
字
が
一
{
子
程
度
記
さ
れ
て

、
0

しい
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

編
裟
は
両
道
。
簡
端
は
平
斉
。
竹
簡
の
上
端
と
第
一
{
子
目
と
の

.問
に
は
、
ほ
と
ん
ど
留
白
の
部
分
が
な
い
。

李
朝
遠
氏
は
、
契
口
の
数
が
編
幾
数
よ
り
多
く
、
ま
た
編
纏
部

.

竹
田
健
二
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が
竹
簡
の
文
字
の
上
に
重
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
原

因
と
し
て
は
廃
品
の
再
利
用
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
研

究
を
待
つ
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
李
朝
遠
氏
は
具
体
的

に
ど
の
簡
の
こ
と
で
あ
る
の
か
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
拡
大
力

ラ
ー
写
真
に
ょ
れ
ば
、
第
6
簡
の
第
一
・
第
二
編
纏
部
に
は
、
確

か
に
複
数
の
契
口
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
第
5
簡

第
6
簡
の
第
一
編
経
部
の
痕
跡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
字
の
真
上
に
ほ

ほ
位
置
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

一
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
解
釈

本
章
で
は
、
『
慎
子
臼
恭
倹
』
の
筆
者
の
解
釈
を
示
す
。
な
お
、

す
べ
て
の
簡
に
残
欠
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
本
文
献
に
は
脱
簡

が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
本
文
献
に
属
す
る
六

簡
の
連
接
を
確
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

こ
こ
で
は
李
朝
遠
氏
の
原
釈
文
に
お
け
る
竹
簡
の
配
列
に
従
い
つ

つ
、
各
簡
、
ご
と
に
解
釈
を
示
す
こ
と
に
す
る
(
ル
ー
)
。

堅
強
に
し
て
以
て
志
を
立
て
ん
。
忠
質
に
し
て
以
て
貞
し
き
に
反

わ
二
な

く
わ

の
り

ら
ん
。
友
を
逆
え
て
以
て
道
を
載
は
ん
。
法
に
精
し
く
し
て
以
て

そ
む

藝
を
巽
へ
ん
。
ロ

【
現
代
語
訳
】
慎
先
生
は
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
や
っ
た
。
「
(
他
者

に
)
恭
し
く
(
自
ら
)
つ
つ
ま
し
く
し
て
、
一
人
前
に
な
り
な
さ

(
自
ら
を
)
堅
く
強
く
保
っ
て
、
そ
の
志
を
持
続
し
な
さ

、
0

、
0

し

し

内
面
を
し
つ
か
り
と
充
実
さ
せ
て
、
正
し
い
あ
り
方
に
立
ち
返
り

0

な
さ
い
。
友
と
交
わ
っ
て
人
と
し
て
の
道
を
実
践
し
な
さ
い
。
(
礼

の
)
規
範
に
通
じ
て
才
芸
を
身
に
つ
け
な
さ
い
。

第
1
簡

【
本
文
】
愼
子
日
、
恭
儉
以
立
身
。
堅
強
以
立
志
。
忠
質
以
反
貞
。

逆
友
以
載
道
。
精
淫
以
巽
藝
口
ー

【
書
き
下
し
文
】
慎
子
日
く
、
「
恭
倹
に
し
て
以
て
身
を
立
て
ん
。

た
だ

第
2
簡

【
本
文
】
〔
莫
偏
〕
兄
3
)
/
青
。
恭
以
爲
禮
儉
。
莫
偏
篶
。
信
以
爲

言
。
莫
偏
青
。
強
以
庚
志
。

【
書
き
下
し
文
】
〔
・
・
・
、
偏
る
莫
か
れ
〕
。
恭
し
く
し
て
以
て
礼
倹

を
為
さ
ん
。
偏
る
莫
か
れ
。
信
に
し
て
以
て
言
を
為
さ
ん
。
偏
る

0

莫
か
れ
。
強
く
し
て
以
て
志
を
庚
が
ん
。

【
現
代
語
訳
】
〔
偏
っ
て
は
な
ら
な
い
〕
。
(
他
者
に
)
恭
し
く
し

て
、
そ
う
し
て
礼
に
則
り
つ
つ
ま
し
く
あ
り
な
さ
い
。
偏
っ
て
は

な
ら
な
い
。
内
面
を
(
嘘
偽
り
の
な
い
)
本
当
に
し
て
、
そ
う
し

て
発
言
な
さ
い
。
偏
っ
て
は
な
ら
な
い
。
強
く
丈
夫
に
し
て
、
そ

、し

う
し
て
そ
の
志
を
維
持
し
な
さ
い
。
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第
3
簡

【
本
文
】
〔
・
・
・
〕
(
"
ι
/
物
以
丕
身
、
中
處
而
不
頗
、
任
徳
以
峡
。

故
貝
「
靜
」
。
断
室

,
ψ
'
,
ι

、
、
、
L

【
書
き
下
し
文
】
物
を
〔
1
し
て
〕
以
て
身
に
丕
げ
、
中
処
し
て
頗
ら

主

ず
、
徳
に
任
じ
て
以
て
挨
っ
。
故
に
日
く
、
「
静
か
な
り
」
と
。
断

{
至
え
5
〕

【
現
代
語
訳
】
(
立
派
な
人
物
は
、
)
外
界
の
事
物
と
ー
、
そ
う
し

て
(
そ
の
外
物
を
)
己
の
身
に
取
り
込
み
、
中
央
に
位
置
し
て
偏

る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
徳
の
力
に
任
せ
て
(
し
か
る
べ
き
機
会
を
)

待
つ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
静
か
で
あ
る
」
と
一
言
う
の
で
あ
る
。

第
4
簡

【
本
文
】
荷
得
用
於
世
均
分
而
廣
施
、
侍
徳
而
傍
義
、
民
之

【
書
き
下
し
文
】
筍
も
世
に
用
い
ら
る
る
を
得
れ
ば
、
均
し
く
分

ι

か
ち
て
広
く
施
し
、
徳
を
侍
み
て
義
に
傍
り
、
民
の
:

【
現
代
語
訳
】
も
し
も
為
政
者
と
な
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
れ
ば
、

(
民
に
対
し
て
富
を
)
均
等
に
広
く
配
分
し
て
、
己
の
徳
を
た
の

ん
で
義
に
近
づ
き
、
民
の
・

【
書
き
下
し
文
】
〔
・
・
・
〕
禄
、
其
の
志
を
纒
え
ず
。
故
に
日
く
、
「
強

上

な
り
」
と
。
首
に
は
茅
蒲
を
戴
せ
、
筱
を
撰
り
銀
を
執
り
、
腔
畉

に
傭
耕
す
れ
ぱ
、
必
ず
:
・
に
於
て
・
:
(
"
6
〕

【
現
代
語
訳
】
 
1
そ
の
志
を
押
さ
え
込
む
こ
と
を
し
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
「
強
い
」
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
頭
に
雨
具
を
の
せ
、
草
を

刈
る
器
具
を
持
ち
、
鋤
を
持
ち
、
耕
作
地
に
行
っ
て
農
耕
に
従
事

す
れ
ば
、
必
ず

第
5
簡

【
本
文
】
〔
・
・
・
〕
/
祿
、
不
纒
甘
恙
、
故
日
「
強
」
。
首
戴
茅
蒲
、

撰
筱
執
銀
、
腔
畉
傭
耕
、
必
於

二
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
内
容
と
文
献
的
性
格

先
述
の
通
り
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
は
、
竹
簡
の
残
欠
や
脱
簡
の
存

第
6
簡

【
本
文
】
践
今
、
爲
民
之
故
。
仁
之
至
。
是
以
君
子
向
方
知
道
、

不
可
以
疑
。
臨

【
書
き
下
し
文
】
践
今
、
民
の
故
を
為
す
。
仁
の
至
な
り
。
是
を

以
て
君
子
は
方
を
向
き
、
道
を
知
り
て
、
以
て
疑
う
可
か
ら
ず
。

」
フ

凰
【
現
代
語
訳
】
 
1
、
民
の
生
活
の
基
盤
を
治
め
る
。
こ
れ
こ
そ
が

最
一
局
の
仁
で
あ
る
。
こ
う
い
う
訳
で
、
君
子
は
(
自
ら
が
)
正
し

い
方
向
を
向
き
、
為
す
べ
き
道
を
知
り
、
そ
う
し
て
(
そ
れ
ら
を
)

疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。
:
・
に
臨
ん
で
・

.
U
气
L
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在
な
ど
の
た
め
に
竹
簡
の
連
接
を
確
定
で
き
ず
、
そ
の
内
容
を
詳

細
に
把
握
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
、
内
容

に
つ
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
点
を
抽
出
し
、
可
能
な
限
り
文
献
全

、し

体
の
性
格
に
つ
い
て
推
測
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
文
献
の
内
容
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
先
ず
第
一
に
、
未
だ
人

格
が
完
成
し
て
い
な
い
人
物
に
対
す
る
訓
戒
が
、
数
多
く
述
べ
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
1
簡
に
お
け
る
「
恭
倹
に
し
て
以
て
身
を
立
て
ん
。
堅
強
に

式
力

し
て
以
て
志
を
立
て
ん
。
忠
質
に
し
て
以
て
貞
し
き
に
反
ら
ん
。

そ
む

,
、
カ

山
り

:
二
む

友
を
逆
え
て
以
て
道
を
載
は
ん
。
法
に
精
し
く
し
て
以
て
藝
を
巽

へ
ん
」
と
の
主
張
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
未
だ
十
分
に
「
身

お
・
一
む

た
だ

を
立
て
」
、
「
志
を
立
て
」
、
「
貞
し
き
に
反
」
り
、
「
道
を
載
」

い
、

山
り

ノ
、
 
2

と
い
っ
た
こ
と
を
実
現
し
得
て
い
な
い
人
物

「
法
に
精
し
」

、

い

を
対
象
と
し
た
主
張
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
人

物
に
向
け
て
の
訓
戒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
第
2
簡
に

お
い
て
は
、
「
恭
し
く
し
て
以
て
礼
倹
を
為
」
す
こ
と
や
「
信
に
し

J

て
以
て
言
を
為
」
す
こ
と
、
「
強
に
し
て
以
て
志
を
庚
」
ぐ
こ
と
が

要
請
さ
れ
、
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
「
偏
る
莫
か
れ
」

と
の
栗
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
更
に
第
3
簡
に
お
い
て
は
、
「
中

小
た
し

主

処
し
て
頗
ら
ず
、
徳
に
任
じ
て
以
て
域
」
つ
こ
と
、
つ
ま
り
中
央

に
位
置
し
て
偏
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
徳
の
力
に
任
せ
て
過
激
な

行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

も
、
末
熟
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
偏
っ
た
行
動
を
取
り
か
ね
な
い

人
物
に
対
す
る
訓
戒
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
訓
戒
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
物
は
、
後

日
民
を
統
治
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
第
4
簡
に
お
い
て
は
、
「
一
句
も
世
に
用
い
ら
る
る
を

得
」
た
場
合
に
は
、
富
を
「
均
し
く
分
か
ち
て
広
く
施
」
す
べ
き

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
第
4
簡
の
末
尾
の
部
分
に
「
民
」

の
栗
登
場
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
箇
所
は
、

民
に
対
す
る
籍
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

、し

す
な
わ
ち
、
富
を
「
均
し
く
分
か
ち
て
広
く
施
」
す
と
い
う
の
も
、

民
に
対
す
る
統
治
行
為
と
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
世
に
用

ら
る
る
を
得
」
る
こ
と
と
は
、
為
政
者
と
な
る
こ
と
を
意
味
し

いて
い
る
と
見
ら
れ
る
。

更
に
第
6
簡
に
は
、
「
民
」
と
と
も
に
「
君
子
」
の
語
が
登
場
し
、

「
民
の
故
を
為
す
」
こ
と
、
つ
ま
り
民
の
生
活
の
基
盤
を
治
め
る

こ
と
が
「
仁
の
至
」
と
し
て
一
局
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
に
「
君
子
」
た
る
者
は
、
正
し
い
方
向
を
向
い
て
為
す

べ
き
道
を
知
り
、
ま
た
そ
の
方
向
や
道
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
と

説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
明
ら
か
に
為
政
者
た
る
べ
き
者

の
心
得
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
1
簡
か
ら
第
3
簡
に
か
け
て
説
か
れ
て
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い
た
訓
戒
も
、
広
く
一
般
の
人
間
に
向
け
て
の
も
の
で
は
な
く
、

後
日
為
政
者
に
な
る
べ
き
人
物
を
対
象
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
『
慎
子
国
恭
倹
』
は
、
全
体
と
し
て
、
い
ず
れ
為
政
者
と
な

る
人
物
を
対
象
と
す
る
訓
戒
を
集
め
た
文
献
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
李
朝
遠
氏
は
、
「
似
飽
盆
琢
學
説
有
關
」
と
、
断
定
を
避

け
つ
つ
も
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
内
容
儒
家
愚
と
の
関
連
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
『
慎
子
日
恭
倹
』
中
に
は
、
儒
家
の
発

言
と
も
思
わ
れ
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
恭
儉
」
と

「
禮
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
李
朝
遠
氏
が
「
儒
{
羅
典

、し

中
常
見
裕
「
恭
儉
」
一
四
或
い
は
「
儒
{
轟
典
中
「
恭
」
常
与

「
禮
」
在
一
起
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
所
謂
儒
家
系
文
献
中
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
「
恭
」
、
「
儉
」
、
「
禮
」
な
ど
を
関
連
つ
け
る
思
考

が
存
在
す
る
。

①
有
子
田
、
「
信
近
於
義
一
言
可
復
也
。
恭
近
於
禮
、
遠
恥
辱

也
。
因
不
失
其
親
、
亦
可
宗
也
。
」
(
『
需
』
学
而
篇
)

②
滕
文
公
問
爲
國
。
孟
子
日
、
「
民
事
不
可
緩
也
。
詩
云
、
晝

爾
于
茅
。
宵
雨
索
絢
。
亟
其
乘
屋
。
其
始
播
百
穀
。
民
之

爲
道
也
。
有
恆
産
者
、
有
恆
心
。
無
恆
産
者
、
掘
佐
心
。

萄
掘
佐
心
、
放
僻
邪
侈
、
無
不
爲
已
。
及
陥
乎
罪
、
然
後

從
而
刑
之
。
是
闇
民
也
。
爵
有
仁
人
在
位
、
闇
民
而
可
爲

也
。
是
故
賢
、
君
業
儉
禮
下
、
取
於
民
有
制
。
(
『
孟
子
』

滕
文
公
上
筵

③
孟
子
日
、
「
恭
者
不
侮
人
、
儉
者
不
奪
人
。
侮
奪
人
之
君
、

惟
恐
不
順
寿
。
牙
冬
恭
儉
。
恭
儉
豈
可
以
聲
音
笑
貌
爲

哉
。
」
(
『
孟
子
』
雛
婁
上
篇
)

④
曾
子
貝
「
晏
子
可
謂
知
禮
也
已
、
恭
敬
之
有
胃
。
」
有
若

日
、
「
晏
子
一
狐
裏
三
十
年
、
遣
車
一
乘
、
及
墓
而
反
。
國

君
七
個
、
遣
車
七
乘
。
大
夫
五
個
、
遣
車
五
乘
。
晏
子
馬

知
禮
。
」
曾
子
日
、
「
國
証
這
君
子
恥
酪
誕
。
國
著
、

則
示
之
以
儉
、
國
儉
、
則
示
之
以
禮
。
」
(
『
礼
記
』
檀
弓

下
筵

⑤
子
軸
見
師
乙
而
問
器
日
、
「
賜
聞
、
聲
歌
各
有
宜
也
、
如
賜

者
、
宜
何
歌
也
。
」
師
乙
凹
、
「
乙
賤
工
也
、
何
足
以
問
所

宜
。
請
、
訥
其
所
聞
。
而
吾
子
自
執
篶
。
寛
而
靜
、
柔
而

正
者
宜
歌
頌
。
廣
大
而
靜
、
生
挫
而
信
者
宜
歌
大
雅
。
恭

儉
而
好
禮
者
宜
歌
小
雅
。
(
『
礼
記
』
器
篇
)

⑥
子
日
、
「
恭
近
禮
、
儉
近
仁
、
信
近
情
、
敬
讓
以
行
此
、
雛

有
過
、
其
不
甚
矣
。
夫
恭
寡
過
、
情
可
信
、
儉
易
容
也
。

以
此
失
之
者
、
不
亦
鮮
乎
。
詩
日
、
『
温
温
恭
人
、
惟
徳
之

基
。
』
」
(
『
礼
記
』
表
記
篇
)

⑦
子
日
、
「
下
之
事
上
也
、
難
有
庇
民
之
大
徳
、
不
敢
有
君
民

之
心
。
仁
之
厚
也
。
是
故
君
子
恭
儉
以
求
役
仁
。
信
讓
以
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求
役
禮
。
不
自
尚
其
事
、
不
自
尊
其
身
。
儉
於
位
而
寡
於

欲
、
讓
於
賢
、
卑
己
而
尊
人
、
小
心
而
畏
義
、
求
以
事
君
。

(
『
礼
記
』
表
記
筵

⑧
孔
子
田
、
「
入
其
國
、
其
教
可
知
也
。
其
爲
人
也
、
温
柔
敦

厚
、
詩
教
也
。
疏
通
知
遠
、
書
教
也
。
廣
博
易
良
、
樂
教

也
。
都
捺
特
微
、
易
教
也
。
恭
儉
莊
敬
、
禮
教
也
。
屬
餅

比
事
、
春
秋
教
也
。
故
詩
之
失
愚
。
書
之
失
証
。
樂
之
失

著
。
易
之
失
賊
。
禮
之
失
煩
。
春
秋
之
失
風
。
其
爲
人
也
、

温
柔
敦
厚
而
不
愚
、
則
深
於
詩
者
也
。
疏
通
知
遠
而
不
評
、

則
深
於
書
者
也
。
廣
博
易
良
而
不
著
、
則
深
於
樂
者
也
。

黎
靜
精
微
而
不
賊
、
則
深
於
易
者
也
。
恭
儉
莊
敬
而
不
煩
、

則
深
於
禮
者
也
。
屬
僻
比
事
而
不
風
、
則
深
於
春
秋
者
也
。
」

(
『
礼
記
』
経
解
筵

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
恭
」
、
「
儉
」
、
「
禮
」
な
ど
を
関

連
つ
け
る
思
考
は
、
儒
家
の
み
が
主
張
す
る
、
儒
家
特
有
の
思
考

で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
に

示
す
『
左
伝
』
の
用
例
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

事
、
朝
而
不
タ
。
(
成
公
十
二
年
)

W
二
月
乙
酉
朔
、
晉
悼
公
即
位
于
朝
。
始
命
百
官
、
施
舍
已

責
、
逮
縲
寡
、
振
慶
滞
、
匡
乏
困
、
救
災
患
、
林
淫
照
、

薄
賦
斂
、
宥
罪
戻
、
節
器
用
、
時
用
民
、
欲
無
犯
時
。
使

魏
相
・
士
紡
・
魏
頡
・
趙
武
爲
卿
。
筍
家
・
一
旬
金
凹
・
藥
験

韓
無
忌
爲
公
族
大
夫
、
使
訓
卿
之
子
弟
共
儉
孝
弟
。
(
成
公

十
八
年
)

Ⅱ
二
十
四
年
、
春
、
刻
其
桷
、
皆
非
禮
也
。
御
孫
諫
日
、
「
臣

聞
之
、
『
儉
、
徳
之
共
也
。
侈
、
惡
之
大
也
'
先
君
有
共

徳
、
而
君
納
諸
大
惡
、
無
乃
不
可
乎
。
」
(
荘
公
二
十
四
年
)

⑨
世
之
治
也
、
諸
侯
間
於
天
子
之
事
、
則
相
朝
也
。
於
是
乎

有
享
宴
之
禮
。
享
以
訓
共
儉
、
宴
以
一
悪
惠
。
共
儉
以
行

禮
、
而
釜
、
一
以
布
政
。
政
以
禮
成
、
民
是
以
息
。
百
官
承

こ
う
し
た
『
左
伝
』
の
用
例
か
ら
、
国
家
を
籍
し
礼
を
実
践

す
る
為
政
者
は
「
共
儉
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
総
識
が
、
春
秋
期

或
い
は
そ
れ
以
降
の
知
識
人
の
中
に
広
く
存
在
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
(
ル
8
)
0

ま
た
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
に
お
い
て
は
、
「
堅
強
」
で
あ
る
べ
き

と
す
る
思
考
や
、
「
立
声
に
関
す
る
言
及
が
存
在
す
る
が
、
『
左

伝
』
に
お
い
て
も
類
似
し
た
思
考
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

稔
爲
歸
汝
陽
之
田
故
、
諸
侯
貳
於
立
白
。
晉
人
慨
、
會
於
蒲
、

以
尋
馬
陵
之
盟
。
季
文
子
謂
范
文
子
田
、
「
徳
則
不
競
、
尋

盟
何
爲
。
」
范
文
子
国
、
「
勤
以
撫
之
、
寛
以
待
之
、
堅
彊
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以
御
之
、
明
神
以
要
之
、
柔
服
而
伐
貳
、
徳
之
炊
也
。
」

是
行
也
、
將
始
會
呉
、
呉
人
不
至
。
(
成
公
九
年
)

玲
令
尹
將
死
矣
、
不
及
三
年
。
求
逞
志
而
棄
信
、
志
將
逞
乎
。

志
以
發
言
、
一
言
以
出
信
、
信
以
立
志
。
參
以
定
之
。
信
亡
、

何
以
及
三
。
(
襄
公
二
十
七
年
)

こ
の
た
め
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
に
お
い
て
累
れ
て
い
る
訓
戒
を

儒
家
の
立
場
か
ら
の
も
の
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
見
る

ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
本
章
で
は
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
は
基
本
的
に
後
日
為
政
者

に
な
る
べ
き
人
物
を
対
象
と
す
る
訓
戒
の
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
そ
の
訓
戒
は
、
儒
家
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
は
限
定
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
次
章
で
は
、
『
慎
子

田
恭
倹
』
の
作
者
や
そ
の
成
立
時
期
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
作
者
と
そ
の
成
立
時
期

先
ず
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
作
者
や
成
立
年
代
に
関
し
て
言
及
す

る
先
行
研
究
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
全
ハ
)
』
に
お
い
て
釈
読
を
担
当

し
た
李
朝
遠
氏
は
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
に
登
場
す
る
「
慎
子
」
は
慎

到
の
こ
と
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
慎
到
は
一
般
的
に
は
法
家
と
見

な
さ
れ
る
が
、
本
文
献
の
内
容
は
、
現
存
す
る
各
種
版
本
の
『
慎

子
』
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
儒
家
の
学
説
と
関
集
あ

る
と
指
摘
し
、
本
文
献
の
「
慎
子
」
が
伝
世
文
献
の
伝
え
る
「
慎

子
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
ぅ
か
は
今
後
研
究
が
必
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
陳
偉
氏
は
、
伝
世
文
献
中
に
見
ら
れ
る
「
慎
子
」

は
、
す
べ
て
同
一
人
物
で
あ
る
訳
で
は
恐
ら
く
な
い
と
し
た
上
で
、

『
慎
子
国
恭
倹
』
の
思
想
内
容
の
傾
向
か
ら
見
て
、
こ
の
文
献
は

慎
到
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
作
者
は
、

頃
襄
王
の
傅
で
あ
っ
た
慎
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
文
献
は
お
よ
そ
趙
の
懐
王
の
治
世
(
前

或
い
は
頃
襄
王
の
即
位
後
、
東
遷
の

か

三
二
八
S
前
二
九
九
)

、

前
(
前
二
九
八
S
前
二
七
九
)
で
あ
り
、
頃
襄
王
が
太
子
で
あ
っ

た
前
三
0
0
よ
り
前
の
時
期
に
成
立
し
た
可
能
性
が
最
も
高
い
こ

と
を
指
摘
す
る
{
"
9
〕
。

ま
た
李
鋭
氏
は
、
本
文
献
は
体
裁
か
ら
見
て
、
慎
子
の
後
学
の

手
に
な
る
文
献
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
『
戰
國
策
』
に
登
場

す
る
楚
の
襄
王
の
傅
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
慎
子
」
は
、
年
代
的
に

は
慎
到
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
因
循
の
術
を
重
視

し
て
い
る
点
か
ら
は
「
黄
老
道
徳
の
術
を
学
ぶ
」
学
派
で
あ
っ
た

慎
到
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
更
に
『
慎
子
』
侠
文

に
ょ
れ
ば
慎
子
が
六
藝
を
研
究
し
た
形
跡
が
あ
り
、
慎
到
が
斉
に
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お
い
て
威
信
を
有
し
、
太
子
の
教
育
係
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ

つ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
『
慎
子
国
恭
倹
』
は
慎
到

の
後
学
の
手
に
な
る
も
の
で
、
『
慎
子
』
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
あ
る
と
す
る
(
化
)
。

更
に
張
崇
礼
氏
は
、
基
本
的
に
李
鋭
氏
の
説
を
支
持
し
、
『
慎
子

日
恭
倹
』
は
『
慎
子
』
の
俟
文
で
あ
り
、
穰
下
の
黄
老
学
派
の
手

に
な
る
文
献
で
あ
る
と
す
る
(
斗
H
)
。

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
関
し
て
い
さ
さ
か
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る

の
は
、
上
博
楚
簡
自
体
の
書
写
年
代
や
、
副
葬
さ
れ
た
『
慎
子
日

恭
倹
』
と
そ
の
原
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
十
分
な
配
慮
が
な
さ

、し

れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
『
慎
子
日
恭
倹
』

の
成
立
時
期
や
そ
の
作
者
を
考
え
る
際
、
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代

が
そ
の
下
限
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
等
閑
に
付
す
る
べ
き

で
は
な
い
一
ル
W
)
。

周
知
の
通
り
、
上
博
楚
簡
は
炭
素
N
に
ょ
る
年
代
測
定
の
結
果
、

前
三
七
三
年
か
ら
前
二
四
三
年
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
郭
店
楚
簡
と
の
関
連
か
ら
白
起
抜
郡
の
前
二
七
八
年
が
下
限
と

考
え
ら
れ
、
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
七
八
年
に
は
書
写
さ
れ
て
、

楚
の
貴
族
の
墓
に
副
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
原
本
が

成
立
し
た
後
、
書
写
を
重
ね
て
書
物
が
流
布
す
る
に
は
、
或
る
程

度
の
時
問
を
要
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
『
慎
子
日
恭
倹
』

の
原
本
の
成
立
時
期
は
、
恐
ら
く
戦
国
時
代
の
前
期
か
、
或
い
は

そ
れ
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
先
に
挙
げ
た
三
氏
の
見
解
は
、
何
れ

も
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

特
に
李
鋭
氏
や
張
崇
礼
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
『
慎
子
国
恭
倹
』

を
慎
子
の
後
学
の
手
に
な
る
も
の
で
、
『
慎
子
』
の
俟
文
だ
と
し
た

場
△
口
、
問
題
と
な
る
の
は
、
慎
到
の
後
学
が
活
動
し
た
時
期
に
つ

て
で
あ
る
。
程
下
の
学
士
と
し
て
著
名
で
あ
る
慎
到
自
身
が
活

い躍
し
た
時
期
は
、
お
お
よ
そ
斉
の
威
王
や
宣
王
の
在
位
し
た
時
期
、

す
な
わ
ち
前
三
五
六
S
前
三
0
 
一
頃
と
重
な
る
と
見
ら
れ
る
。
慎

到
の
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
錢
穆
氏
の
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
に

お
い
て
は
、
慎
到
の
没
年
は
前
二
九
六
S
二
七
八
頃
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
錢
穆
説
に
従
う
な
ら
ぱ
、
慎
到
の
後
学
の
活
動
時
期
は
、

白
起
抜
郛
の
前
二
七
八
年
よ
り
後
と
推
測
さ
れ
、
上
博
楚
簡
の
書

写
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
時
期
と
重
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
た
め
、
李
鋭
氏
や
張
崇
礼
氏
の
見
解
は
成
立
し
な
い
。

但
し
、
李
朝
遠
氏
は
慎
到
の
没
年
を
前
三
一
五
年
と
し
て
お
り
、

そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
上
博
楚
簡
の
書
写
さ
れ
た
可
能
性
の

あ
る
時
期
と
慎
到
の
後
学
の
活
動
時
期
と
は
、
最
長
で
三
十
数
年

程
度
は
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

慎
到
の
後
学
が
そ
の
師
の
没
後
『
慎
子
日
恭
倹
』
を
成
立
さ
せ
る

ま
で
に
要
し
た
時
間
、
ま
た
そ
の
原
本
が
成
立
し
た
後
に
、
書
写

を
重
ね
て
テ
キ
ス
ト
が
流
通
す
る
た
め
に
要
し
た
時
間
、
更
に
は
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墓
主
が
『
慎
子
日
恭
倹
』
を
入
手
し
て
か
ら
没
す
る
ま
で
の
時
問

な
ど
を
考
慮
す
れ
ぱ
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
が
慎
子
の
後
学
の
手
に
な

る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
か
な
り
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
思
想
内
容
に
関
し
て
、
陳
偉
氏
が
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
思

想
内
容
に
つ
い
て
、
慎
到
と
の
関
連
性
を
強
く
否
定
し
て
い
る
点

、し

は
極
め
て
一
饗
当
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
現
存
す
る
各
種
版
本
の
『
慎

子
』
が
ど
の
程
度
慎
到
の
思
想
を
伝
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は

問
題
が
あ
り
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
と
慎
到
の
愚
と
の
関
連
性
を
検

討
す
る
こ
と
自
体
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
信
頼
で

き
る
と
さ
れ
る
守
山
閣
本
『
慎
子
』
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
中

、し

に
『
慎
子
日
恭
倹
』
と
硫
実
に
重
な
る
思
想
内
容
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
諸
子
の
文
献
の
中
で
慎
到
の
田
葱
に
関
し

て
言
及
す
る
も
の
を
見
て
も
、
や
は
り
『
慎
子
国
恭
倹
』
と
確
実

に
関
連
す
る
内
容
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

M
愼
子
有
見
於
後
、
無
見
於
先
。
(
『
萄
子
』
天
払
鷲
)

巧
愼
子
蔽
於
法
而
不
知
賢
。
(
『
荷
子
』
解
蔽
筵

玲
愼
子
田
、
「
飛
龍
築
去
、
騰
蛇
遊
霧
、
器
監
篇
寳
而
龍
蛇

與
蛾
蟷
同
矣
則
失
其
所
乘
也
。
賢
人
而
詑
於
不
肖
者
、

則
權
經
位
卑
也
。
不
肖
而
能
服
於
賢
者
、
則
權
重
位
尊
也
。

尭
爲
匹
夫
、
不
能
治
三
人
、
而
築
爲
天
子
、
能
風
天
下
、

吾
以
此
知
勢
位
之
足
侍
、
而
賢
智
之
不
足
慕
也
。
夫
弩
弱

而
矢
高
者
、
激
於
風
也
。
身
不
肖
而
令
行
者
、
得
助
於
衆

也
。
尭
教
於
隷
屬
而
民
不
聽
、
至
於
南
面
而
王
天
下
、
令

則
行
、
禁
則
止
。
由
此
觀
之
、
賢
智
未
足
以
服
衆
、
而
勢

位
足
以
訟
賢
者
也
。
」
(
『
韓
非
子
』
難
勢
■
邑

Π
愼
子
日
、
「
今
一
免
走
百
人
逐
之
。
非
一
免
足
爲
百
人
分

也
、
由
未
定
。
由
未
定
、
尭
且
屈
力
、
而
況
衆
一
川
人
乎
。

積
免
滿
市
行
者
不
顧
。
非
不
欲
免
也
、
分
已
定
矣
。
分

已
定
、
人
錐
郡
不
争
。
故
治
天
下
及
國
、
在
乎
定
分
而
已

矣
。
」
(
『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覧
)

右
に
挙
げ
た
『
一
句
子
』
・
『
韓
非
子
』
・
『
呂
氏
春
秋
』
の
言
及
か

ら
は
、
慎
到
の
思
相
劣
君
主
個
人
の
賢
知
を
否
定
し
、
勢
・
法

分
な
ど
を
重
視
す
る
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
『
慎
子
杲
倹
』
に
お
い
て
そ
う
し
た
面
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
弗
1
簡
に
見
ら
れ
る
「
法
」
に
し
て
も
、

前
後
の
内
容
か
ら
見
て
、
慎
到
の
主
張
す
る
よ
う
な
君
主
の
個
人

的
賢
知
に
代
わ
る
統
治
手
段
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
に
、
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
と
慎
到
の
思
想
と
の

関
連
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
に
登
場
す
る
「
慎

子
」
を
慎
到
と
見
な
し
、
そ
の
文
献
の
成
立
を
慎
到
の
後
学
に
ょ

る
と
す
る
見
解
に
は
、
問
題
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従

( 116 )



う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
は
楚
の
懐
王
の
治

世
(
前
三
二
八
S
前
二
九
九
)
か
、
或
い
は
頃
襄
王
の
即
位
後
、

東
遷
の
前
(
前
二
九
八
S
前
二
七
九
)
に
成
立
し
た
と
見
る
陳
偉

氏
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
『
慎
子
日
恭

倹
』
の
原
本
成
立
後
、
書
写
を
繰
り
返
し
て
テ
キ
ス
ト
が
籍
し
、

そ
の
中
の
一
本
を
墓
主
が
入
手
し
、
更
に
そ
の
死
後
副
葬
さ
れ
る

に
至
る
ま
で
、
か
な
り
急
速
に
進
ん
だ
と
見
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

陳
偉
氏
の
指
摘
す
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

可
能
性
は
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
「
慎
子
」

が
頃
襄
王
の
傅
で
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
も
、
甚
だ
薄
弱

、し

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
成
立
時
期
や
作
者
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
上
博
楚
簡
の
聖
尽
与
年
代

か
ら
見
て
、
『
慎
子
図
恭
倹
』
の
成
立
時
期
は
戦
国
時
代
初
期
以
前

に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
慎
子
日
恭
倹
』

中
に
発
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
「
慎
子
」
は
、
当
然
慎
到
の
こ
と

で
は
な
く
、
戦
国
初
期
以
前
に
活
動
し
て
い
た
誰
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
陳
偉
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
伝
世
文
献
中
に
見
ら
れ
る

「
慎
子
」
が
す
べ
て
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
伝
世
文
献
に
登
場
し
な
い
未
知
の
「
慎
子
」
が
戦
国
時
代

初
期
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と

で
は
な
い
。
『
慎
子
日
恭
倹
』
は
、
そ
う
し
た
未
知
の
「
慎
子
」
の

発
言
を
引
用
、
或
い
は
抽
出
し
て
、
戦
国
時
代
初
期
以
前
に
成
立

し
た
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
未
知
の
「
慎
子
」

の
後
学
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
文
献
全
体
の
構
成
に

よ
っ
て
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
「
慎

子
」
の
後
学
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
、
先
述
の
通
り
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
第
3
簡
の
背
面
に

記
さ
れ
て
い
る
篇
題
は
、
第
1
簡
冒
頭
部
の
五
字
と
完
全
に
同
一

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
文
献
の
篇
題
は
文
献
全
体
の
冒
頭
の
文

字
を
そ
の
ま
ま
取
っ
て
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
1
簡
が

『
慎
子
日
恭
倹
』
の
冒
頭
に
位
置
し
た
こ
と
は
確
実
と
見
ら
れ
る
。

第
1
簡
冒
頭
の
「
慎
子
国
」
に
続
く
発
言
が
、
果
た
し
て
ど
の
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
か
の
説
明
が
全
く
無
い
点
は
、

、し

訓
戒
の
書
と
し
て
の
本
文
献
の
性
格
と
合
致
し
て
い
る
と
見
て
良

い
が
、
問
題
は
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
全
体
が
、
こ
の
冒
頭
か
ら
の

「
慎
子
」
の
一
つ
の
発
言
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
ぅ

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

)
、

現
存
す
る
竹
簡
を
見
る
限
り
、
明
ら
か
に
発
系
始
ま
っ
て
い

る
の
は
第
1
簡
冒
頭
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
農

業
に
関
し
て
言
及
す
る
第
5
簡
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
竹
簡
の
内

容
が
一
つ
の
発
言
に
収
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
現
存
す

、

、

し

し

る
竹
簡
全
体
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
『
慎
子
白
恭
倹
』
の
中
に
は
、
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複
数
の
発
一
言
が
並
列
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
鬻
女
当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
複
数
の
発
一
言
が
、
す
べ
て
「
慎
子
」
の
発
言
で
あ
っ
た
可

能
性
も
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
貪
『
慎
子
日
恭
倹
』
は

「
慎
子
」
の
発
言
を
集
め
る
意
図
で
編
纂
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、

そ
う
し
た
意
図
を
有
し
て
い
た
作
者
と
し
て
は
、
未
知
の
「
慎
子
」

の
後
学
で
あ
っ
た
可
能
性
が
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
(
.
誌
)
。

し
か
し
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
を
構
成
す
る
複
数
の
発
言
は
「
慎
子
」

の
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
複
数
の
人
物
の
発
言
で
あ

つ
た
可
能
性
も
ま
た
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
複
数
の
書
物
な
ど
か

ら
の
引
用
・
抄
出
に
ょ
っ
て
、
為
政
者
た
る
べ
き
者
に
対
す
る
訓

戒
の
書
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
『
慎
子

日
恭
倹
』
の
冒
頭
が
「
慎
子
」
の
発
言
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
い

う
の
も
、
偶
然
そ
う
な
っ
て
い
た
だ
け
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な

の
で
あ
る
え
U
。
『
慎
子
日
恭
倹
』
が
、
「
慎
子
」
を
含
む
複
数

いの
人
物
の
発
言
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぱ
、
こ

の
訓
戒
の
書
の
作
者
が
「
慎
子
」
の
後
学
で
あ
っ
た
と
限
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

残
会
が
ら
、
竹
簡
の
残
欠
や
脱
簡
な
ど
の
た
め
、
『
慎
子
日
恭

倹
』
が
「
慎
子
」
の
発
言
の
み
を
引
用
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と

も
複
数
の
人
物
の
発
言
を
引
用
し
て
い
た
の
か
は
、
現
時
点
で
は

判
断
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
二
通
り
の
可
能
性
が
存

在
し
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
作
者
を
「
慎
子
」
の
後
学
に
限
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
冗
巧
)
。

お
わ
り
に

『
慎
子
日
恭
倹
』
は
、
後
日
為
政
者
に
な
る
べ
き
人
物
を
対
象

と
す
る
訓
戒
の
書
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
戦
国
時
代
初
期
以
前
に

さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
竹
簡
の
残
欠
や
脱
簡
な
ど
に
ょ

り
、
な
お
理
解
で
き
な
い
不
明
の
部
分
も
少
な
く
は
な
い
。
上
博

楚
簡
が
断
簡
も
含
め
て
す
べ
て
公
開
さ
れ
て
、
そ
の
全
容
が
明
ら

か
に
な
っ
た
時
に
は
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
残
欠
部
分
や
脱
簡
が
発

見
さ
れ
る
可
能
性
も
低
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
後
そ
う
し
た

発
見
に
ょ
り
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
に
残
る
不
明
な
点
や
、
或
い
は
伝

世
文
献
に
登
場
し
な
い
未
知
の
「
慎
子
」
に
つ
い
て
、
解
明
が
進

む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注

(
1
)
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
李
朝
遠
氏
の
釈
文
の
他
、
下
記
の
先
行
研

究
を
参
考
に
し
た
。
陳
偉
「
上
博
竹
書
《
慎
子
日
恭
儉
》
初
讃
」
(
武

漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
「
簡
帛
網
」
、
七
月
玉
日
)
、
何
有
祖
「
《
慎
子

日
恭
儉
》
札
記
」
(
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
「
簡
帛
網
」
、
七
月
五

日
)
、
劉
洪
濤
「
上
博
竹
書
《
慎
子
日
恭
儉
》
校
護
」
(
武
漢
大
学
簡
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帛
研
究
中
心
「
簡
帛
網
」
、
七
月
六
日
)
、
李
鋭
「
《
慎
子
日
恭
儉
》
學

派
屬
性
初
探
」
(
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
{
簡
帛
網
」
、
七
月
九
日
)
、

陳
偉
{
《
慎
子
日
恭
儉
》
校
讃
」
(
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
「
簡
帛

網
」
、
七
月
十
九
日
)
。
陳
劍
「
護
《
上
博
(
六
)
》
短
札
五
則
」
(
武
漢

「
護

大
学
簡
帛
研
究
中
心
「
簡
帛
網
」
、
七
月
二
十
日
)
。

(
3
 
第
1
簡
の
下
端
部
の
残
欠
し
た
箇
所
に
は
、
文
字
が
工
子
程
度
記

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)
句
形
か
ら
見
て
、
第
2
簡
は
「
莫
偏
胃
。
<
以
爲
B
。
」
の
句
が
反

復
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
第
2
簡
の
前
に
位
置
し

た
竹
簡
の
末
尾
に
も
、
「
莫
偏
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
二
字
が
、
第
1
簡
の
残
欠
し
た
下
端
部
に
記
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
排
除
は
で
き
な
い
が
、
第
1
簡
と
は
異
な
る
簡
に
記
さ

れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
第
2
S
6
簡
以
外
の
脱

簡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)
注
(
1
)
前
掲
の
陳
偉
「
《
慎
子
日
恭
儉
》
校
請
」
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
第
3
簡
の
問
に
位
置
L
た
竹
簡
の
末
尾
に
は
、
第
3
簡
冒
頭

に
あ
る
「
物
」
を
目
的
語
と
す
る
動
詞
が
記
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ

る
。
但
し
、
そ
の
動
詞
の
上
に
否
定
の
乗
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性

も
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
文
意
は
確
定
で
き
な
い
。

(
5
)
第
3
簡
の
「
故
日
、
『
靜
』
。
」
、
及
び
第
5
簡
の
「
故
臼
『
強
』
。
」

に
つ
い
て
は
、
注
(
1
)
前
掲
の
李
鋭
氏
の
解
釈
に
従
っ
た
。
な
お
、

第
3
簡
末
尾
の
「
断
室
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(
6
)
第
5
簡
冒
頭
の
「
祿
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
「
首
戴
」

以
下
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
注
(
1
)
前
掲
の
陳
偉
氏
「
《
慎
子
国
恭

儉
》
校
請
」
に
従
っ
た
。

(
7
)
第
6
簡
冒
頭
の
「
践
今
」
、
及
び
簡
末
の
「
臨
」
に
つ
い
て
は
、
不

明
で
あ
る
。

(
8
)
「
恭
」
と
「
共
」
と
は
通
ず
る
。
な
お
、
李
鋭
氏
は
、
「
恭
倹
」
「
中

處
而
不
頗
」
「
向
方
知
道
」
な
ど
の
語
は
、
広
く
諸
子
が
述
べ
る
と
こ

ろ
の
「
公
言
」
に
属
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
(
1
)
前
掲
「
《
慎

子
日
恭
儉
》
學
派
屬
性
初
探
」
参
照
。

(
9
)
注
(
1
)
前
掲
「
上
博
竹
書
《
慎
子
日
共
匝
)
初
讃
」
参
照
。

(
W
)
注
(
1
)
前
掲
「
《
慎
子
日
恭
儉
》
學
派
屬
性
初
探
」
参
照
。

(
H
)
「
談
《
慎
子
臼
恭
倹
》
的
思
想
屬
性
」
(
「
簡
帛
研
究
網
」
、
二
0
0

七
年
八
月
二
十
三
日
)
参
照
。

(
松
)
二
0
0
七
年
十
一
月
十
・
十
一
日
に
台
湾
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
二

0
0
七
中
国
簡
帛
学
国
際
論
壇
」
(
主
催
一
国
立
台
湾
大
学
中
国
文
学

系
・
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
忠
・
芝
加
哥
大
学
顧
立
雅
古
文
字
学
研

究
中
心
)
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
黄
人
二
氏
の
「
上
博
蔵
簡
第
六
冊

慎
子
日
恭
倹
試
釈
」
も
、
や
は
り
上
博
楚
簡
自
体
の
書
写
年
代
や
原

本
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

(
玲
)
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
内
容
か
ら
見
て
、
作
者

が
儒
家
に
属
す
る
と
は
限
定
で
き
な
い
。

(
H
)
郭
店
楚
簡
・
上
博
殖
簡
中
の
篇
題
を
有
す
る
文
献
に
つ
い
て
見
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た
場
△
口
、
そ
の
篇
題
の
付
け
方
は
一
様
で
は
な
く
、
文
献
全
体
の
内

容
を
表
す
場
合
も
あ
れ
ぱ
、
文
献
の
冒
頭
の
数
字
が
篇
題
と
な
っ
て

い
る
場
合
も
あ
る
。
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
場
合
第
3
飾
の
背
面
に
記

さ
れ
て
い
る
篇
題
は
、
第
1
簡
の
冒
頭
の
五
字
と
完
全
に
一
致
し
て

お
り
、
文
献
の
冒
頭
に
位
置
す
る
文
字
が
そ
の
ま
ま
篇
題
と
な
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
篇
題
を
根
拠
に
、
『
慎
子
日

恭
倹
』
全
体
が
「
慎
子
」
の
発
言
の
引
用
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

(
巧
)
郭
店
楚
簡
・
上
博
楚
簡
中
に
は
、
例
え
ば
『
内
礼
』
や
『
昔
者
君

老
』
の
よ
う
に
、
為
政
者
た
る
者
へ
の
訓
戒
を
主
題
と
す
る
文
献
が

存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
果
た
し
て
出
士
し
た
整
に
お
い
て
成

立
し
た
文
献
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
地
域
に
お
い
て
成
立

し
、
楚
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に

は
判
断
し
が
た
い
。
『
慎
子
日
恭
倹
』
の
場
貪
文
献
中
に
楚
と
の
関

連
性
を
明
示
す
る
語
、
例
え
ば
固
有
名
認
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
こ
の
文
献
は
楚
以
外
の
地
域
に
お
い
て
成
立
し
、
楚
に

伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
例
え

ぱ
こ
の
文
献
が
複
数
の
書
物
な
ど
か
ら
の
引
用
・
抄
出
に
ょ
っ
て
構

成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ぱ
、
楼
に
お
い
て
成
立
し
た
可

能
性
も
同
時
に
考
え
ら
れ
る
。
現
時
点
で
は
、
い
ず
れ
か
に
限
定
t

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

[
付
記
]

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
(
B
)

「
戦
国
禁
簡
の
総
合
的
研
究
」
(
研
究
代
表
者
・
湯
浅
邦
弘
教
授
<
大
阪
大

学
大
学
院
)
)
に
ょ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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